
              

 

 

 

 

 

 

 

 

長野県信用保証協会（以下「協会」という。）の経営・労務管理全般及び関係機関との協議・調整

を行う「理事」が空席となることから、業務の公正性及び透明性を確保するため、任命権を持つ

長野県が公募を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 募集内容 
  協会役員（理事）  １名 
 
２ 任期 
  令和６年４月１日から令和６年５月 31日まで 
  ※定款上の任期は３年です。今期は前任者の残任期間ですが、再任も可能です。 
 
３ 応募資格 
  別添「長野県信用保証協会役員（理事）募集要項」をご確認ください。 
 
４ 採用・勤務条件 
  採用形態  常勤 
  勤 務 地  協会本店（長野市南長野県町 597－５） 
  勤務時間  平日勤務（８時 45分～17時 15分） 
  給  与  協会規程に基づき、報酬並びに期末手当及び通勤手当を支給します。 
 
５ 募集期間 
  令和６年１月 23日（火）～令和６年２月６日（火）まで 
 
６ 問合せ先 
  産業労働部経営・創業支援課金融支援係 
 

＜参考＞長野県信用保証協会 

中小企業金融の円滑化を図るため、信用保証協会法（昭和 28年８月 10日法律第 196号）に基づい

て設置される組織であり、中小企業者等が金融機関から資金を調達する際に、その貸付金等の債務を

保証することを主たる業務としています。 

 

長野県信用保証協会役員（理事）を募集します 
 

 

(問合せ先) 

産業労働部経営・創業支援課金融支援係 

(担当)桐生 小平 

電話：026-235-7200（直通） 

   026-232-0111（代表）内線 2962 

E-mail keieishien@pref.nagano.lg.jp 

長野県（産業労働部）プレスリリース 令和 6 年（2024 年）1 月 23 日

8,559,176 

 

長野県は持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています。 


